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「連結注記表」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第39条の
規定にもとづき、当社ホームページ（http://www.tobu.co.jp/ir/）に掲載すること
により株主の皆様にご提供しております。
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連 結 注 記 表

（2016年４月１日から2017年３月31日まで）

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称等

連結子会社の数

85社

主要な連結子会社の名称

㈱東武百貨店、㈱東武宇都宮百貨店、東武建設㈱、東武タワースカイツリー㈱、東武ビルマ

ネジメント㈱、東武商事㈱、東武運輸㈱、㈱東武ホテルマネジメント、㈱東武エナジーサポ

ート、東武食品サービス㈱、東武トップツアーズ㈱、他74社

　当連結会計年度において、当社が株式を取得したことに伴い、金谷ホテル㈱を新たに連結

の範囲に含めております。また、東武栃木生コン㈱は東武建設㈱より会社分割（新設分割）

によって子会社となり、新たに連結の範囲に含めております。

　当連結会計年度において、当社が東野交通㈱の全株式を売却したことに伴い、東野交通

㈱、やしお観光バス㈱及び㈱東野整備を連結の範囲から除外いたしました。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

㈱東武キャリアサービス

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

　

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数

６社

主要な会社等の名称

㈱東武ストア、蔵王ロープウェイ㈱、野岩鉄道㈱、他３社

　当連結会計年度において、当社が東野交通㈱の全株式を売却したことに伴い、那須交通㈱

を持分法の適用範囲から除外いたしました。

(2) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等

㈱東武キャリアサービス、㈱群馬県バス・ハイヤー会館

（持分法を適用していない理由）

　持分法を適用していない非連結子会社または関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項

　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年度

に係る計算書類を使用しております。
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３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、20社を除き、決算日は３月31日です。

　上記20社の決算日は主に２月末日であり、連結子会社の決算日現在の計算書類を使用していま

す。

　なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

　東武シェアードサービス㈱は決算期変更で決算日が３月末日となり当事業年度の月数が15箇月と

なっております。

　

４ 会計方針に関する事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有 価 証 券

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの 移動平均法による原価法

② デリバティブ 時価法

　なお、金利スワップ取引の特例処理をしております。

③ た な 卸 資 産

小 売 業 商 品 売価還元法による原価法

分譲土地建物 個別法による原価法

貯 蔵 品 移動平均法による原価法

　なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しておりま

す。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法及び定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期

間（主として５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リ ー ス 資 産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31

日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金

　貸付金及び売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

② 賞 与 引 当 金

　従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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③ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金

　一部の連結子会社において、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規等に基づく当連結

会計年度末要支給額を計上しております。

④ 商 品 券 等 回 収 損 失 引 当 金

　一定期間経過後に収益に計上した未回収の商品券等について、将来回収された場合に発生す

る損失に備えるため、過去の実績に基づき損失発生見込額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 繰延資産の処理方法

　社債発行費については、社債の償還までの期間にわたり定額法によって償却しております。

なお、金額が僅少なものについては支出時の費用として処理しております。

② 工事負担金等の圧縮記帳処理の方法

　当社は鉄道業における連続立体交差等の高架化工事や踏切道路拡幅工事等を行うに当たり、

地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。これらの工事負担金

等のうち、対象工事の完成により増収が見込まれないもので、１億円以上のものについては、

工事完成時に、工事負担金相当額を取得価額から直接減額して計上しております。

　なお、連結損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固

定資産の取得価額から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。

③ 重要なヘッジ会計の方法

　連結子会社においては、将来の支払利息に係る金利変動リスクをヘッジすることを目的に金

利スワップ取引を行っており、すべてについて、特例処理を適用しております。当該金利スワ

ップ取引は、変動金利借入に対するものであります。

④ 退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る資産及び負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。なお、

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。

　過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主とし

て12年）による定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主

として12年）による定額法により、翌連結会計年度から費用処理しております。

　未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時差異については、税効果

を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上

しております。

⑤ のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、その個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で償却して

おります。また、過年度に発生した負ののれんの償却については、20年間の均等償却を行って

おります。

⑥ 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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５ 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度より適用し、2016年４月１日以

後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しておりま

す。

　なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微で

あります。

　

（会計上の見積りの変更）

（退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数の変更）

　退職給付に係る会計処理において、従来、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数は

主に14年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、当連結会計年度より費

用処理年数を主に12年に変更しております。

　なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微で

あります。

６ 表示方法の変更

（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「少額工事負担金等受入

額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表

示しております。

　前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「保険配当金」は、金額的

重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしております。

　なお、前連結会計年度の「保険配当金」は455百万円であります。

　前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしております。

　なお、前連結会計年度の「投資有価証券売却益」は42百万円であります。

７ 追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号平成28年３月28

日）を当連結会計年度から適用しております。
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Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記

１ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２ 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

有 価 証 券 9百万円

建 物 及 び 構 築 物 300,769百万円

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 63,551百万円

土 地 302,345百万円

その他の有形固定資産 6,327百万円

投 資 有 価 証 券 1,329百万円

そ の 他 の 投 資 244百万円

計 674,577百万円

(2) 担保に係る債務

短 期 借 入 金 2,770百万円

前 受 金 19,572百万円

長 期 借 入 金 147,030百万円

（内 １ 年 内 返 済 額） （13,277百万円）

鉄道・運輸機構長期未払金 30,756百万円

（内 １ 年 内 返 済 額） （4,508百万円）

計 200,129百万円

３ 有形固定資産の減価償却累計額 1,073,141百万円

４ 保 証 債 務

　他の会社等の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。

埼 玉 県 住 宅 供 給 公 社 2,130百万円

(財)渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 1,008百万円

そ の 他 327百万円

計 3,466百万円

５ 投資有価証券のうち、23,927百万円については有価証券消費貸借契約により貸付を行っておりま

す。

６ 事業用固定資産の取得価額から控除した工事負担金等の金額は、244,409百万円であります。
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７ 土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、事業用土地の再評

価を行い、当該評価差額のうち法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当す

る金額である繰延税金負債を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差

額金として純資産の部に計上しております。

① 東 武 鉄 道 ㈱

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）に基づき、鉄道事業

用土地については同施行令第２条第３号に定める固定資産税評価額により、その他事業用土地

については同条第１号に定める公示価格及び第２号に定める基準地価格により算定

・再評価を行った日 2002年３月31日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 36,066百万円

なお、2002年２月１日に東武鉄道㈱と合併により消滅した東武アネックス㈱・東武プロパティ

ーズ㈱・東武エステート㈱ならびに2002年３月１日に東武鉄道㈱と合併により消滅した銀座エ

フツー㈱については、上記東武鉄道㈱に含めて記載しております。また、合併により消滅した

会社の再評価の方法ならびに再評価を行った日は以下のとおりであります。

（ⅰ）東武アネックス㈱・東武プロパティーズ㈱・東武エステート㈱

・再評価の方法

同施行令第２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日 2002年１月31日

（ⅱ）銀座エフツー㈱

・再評価の方法

同施行令第２条第３号に定める固定資産税評価額及び同施行令第２条第５号に定める不

動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日 2001年12月31日

② ㈱東武百貨店

・再評価の方法

同施行令第２条第３号に定める固定資産税評価額により算定

・再評価を行った日 2002年２月28日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 ０百万円

③ ㈱東武宇都宮百貨店

・再評価の方法

同施行令第２条第３号に定める固定資産税評価額により算定

・再評価を行った日 2002年２月28日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 92百万円

④ 東 武 運 輸 ㈱

・再評価の方法

同施行令第２条第３号に定める固定資産税評価額により算定

・再評価を行った日 2002年２月28日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 2,634百万円

― 6 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月22日 19時28分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



⑤ 東 武 建 設 ㈱

・再評価の方法

同施行令第２条第３号に定める固定資産税評価額及び同施行令第２条第５号に定める不動産鑑

定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日 2002年３月31日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 761百万円

⑥ 東武栃木生コン㈱

2016年４月１日に東武建設㈱より新設分割に伴い、同法律第10条に定める再評価を行った事業

用土地を承継しております。

・再評価の方法

同施行令第２条第３号に定める固定資産税評価額により算定

・再評価を行った日 2002年３月31日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 893百万円

　 なお、持分法適用会社である㈱東武ストアにおいては2002年２月28日、㈱東武警備サービス

(2002年４月５日に㈱東武ストアと合併により消滅)においては2001年12月31日にそれぞれ土地の再

評価を行い、当社の持分を「純資産の部」の「土地再評価差額金」より控除して表示しておりま

す。控除した当社の持分は911百万円となっております。

　 ㈱東武ストアにおいて、同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の期末における時価の

合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額の当社の持分は162百万円であり

ます。

Ⅲ．連結損益計算書に関する注記

　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　上記以外に、該当事項はございません。

Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２ 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普 通 株 式 1,075,540,607株

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2016年６月29日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 3,211 3.0 2016年３月31日 2016年６月30日

2016年10月31日
取 締 役 会

普 通 株 式 3,211 3.0 2016年９月30日 2016年12月２日
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　2017年６月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり

提案しております。

① 配当金の総額 3,746百万円

② １株当たり配当額 3.5円

③ 基 準 日 2017年３月31日

④ 効 力 発 生 日 2017年６月26日

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

Ⅴ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 394円13銭

１株当たり当期純利益 33円76銭

Ⅵ．金融商品に関する注記

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀

行等金融機関からの借入または社債の発行によっております。また、連結子会社であります東武

シェアードサービス㈱において、当社グループ全体の資金を包括して管理するキャッシュ・マネ

ジメント・システムを導入し、グループ各社の資金需要に応じた資金供給を行うことで効率的な

資金の運用をはかっております。デリバティブは、借入金の金利変動及び為替の変動リスクを回

避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに

関してはグループ各社の与信管理手続きに従い、顧客・取引先ごとの信用調査を行い、期日管理

及び残高管理を定期的に行う体制としております。

　投資有価証券のうち上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に

グループ各社の業務上の関係を有する企業の株式であり、四半期ごとに時価の把握を行っており

ます。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

　借入金、社債のうち短期のものについては、主に営業取引に係る資金調達であり、長期のもの

については主に設備投資に係る資金調達であります。これらのうち、金利の変動リスクに晒され

ているものの一部については、当該リスクを回避する目的でデリバティブ取引（金利スワップ取

引）を利用しております。
　

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく時価のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な

る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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２ 金融商品の時価等に関する事項

　2017年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計 上 額

時 価 差 額

短 期 借 入 金 54,609 54,609 ―

１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 69,615 69,881 266

１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 23,600 23,775 175

社 債 134,400 137,538 3,138

長 期 借 入 金 486,755 501,808 15,053

（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

・短期借入金

短期借入金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

・１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

１年内返済予定を含む長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映

し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似

していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利

金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。なお、一部の長期借入金の時価については金利スワップの対象とされ

ていることから、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、新規に同様

の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

・１年内償還予定の社債及び社債

当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。

Ⅶ．賃貸等不動産に関する注記

１ 当社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的としてオフィスビル（土地

を含む）や商業施設（土地を含む）を所有しております。

２ 賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価

160,588 204,411

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金

額であります。

２．当連結会計年度末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づく鑑定評価額もしくは指標等を

用いて合理的な調整を行って算出した金額であります。
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Ⅷ．重要な後発事象に関する注記

　当社の連結子会社の東武デリバリー㈱（以下、「東武デリバリー」という）は、2017年４月４日付

で運営する警備輸送事業（以下、「本事業」という）を綜合警備保障㈱（以下、「綜合警備保障」とい

う）に譲渡することを取締役会で決議し、同日付で株式譲渡に関する契約を締結いたしました。

　なお、株式譲渡にあたっては、東武デリバリーがデリバリーサービス㈱（以下、「新会社」という）

を設立し、吸収分割により本事業を承継（以下、「本吸収分割」という）させた新会社の全株式を綜

合警備保障に譲渡（以下、「本株式譲渡」という）する方法でおこないます。

１ 本吸収分割及び本株式譲渡の理由

　東武デリバリーは、本事業、倉庫事業及び物流事業を中心に事業展開をおこなっております。こ

のうち本事業については、当社グループ会社各社をはじめ、流通・小売業を中心とした幅広いお客

様に対し、きめ細かなサービスを長年提供してきた豊富な実績があります。

　綜合警備保障は、本事業に豊富な実績とノウハウを有しており、両社の経営資源や事業ノウハウ

を融合することで、お客様に対してより付加価値が高いサービスの提供が可能となり、また、当社

グループ各社においても、同様のサービス提供を受けることが可能になることから、本吸収分割及

び本株式譲渡を実施することといたしました。

２ 本吸収分割の法的形式

　東武デリバリーを吸収分割会社とし、新会社を吸収分割承継会社とする吸収分割方式です。

３ 対象となった事業の名称及びその事業内容

(1)吸収分割会社

名称

　東武デリバリー株式会社

(2)吸収分割承継会社

名称

　デリバリーサービス株式会社

(3)対象となる事業の内容

　警備輸送事業

(4)対象の事業が含まれていた報告セグメント

　運輸事業

４ 吸収分割の効力発生日

　2017年７月１日（予定）

５ 株式譲渡する会社の名称

　綜合警備保障株式会社

６ 株式譲渡日

　2017年７月３日（予定）
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個 別 注 記 表

（2016年４月１日から2017年３月31日まで）

Ⅰ．重要な会計方針

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有 価 証 券

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) た な 卸 資 産

分譲土地建物 個別法による原価法

貯 蔵 品 移動平均法による原価法

　なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しておりま

す。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

鉄道事業の有形固定資産 定率法

鉄道事業の取替資産 取替法（定率法）

その他の有形固定資産 定額法

　ただし、鉄道事業の有形固定資産のうち1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採

用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

　償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社

利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。

(3) リ ー ス 資 産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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３．引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金

　貸付金及び売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（12年）による

定額法により、翌期から費用処理することとしております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（12年）による定額

法により、費用処理することとしております。

(3) 関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業に伴う損失に備えるため、関係会社の資産内容等を勘案して、当社が負担する

こととなる損失見込額を計上しております。
　

４．収益及び費用の計上基準

　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
　

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の処理方法

　社債発行費については、社債の償還までの期間にわたり定額法によって償却しております。

　なお、金額が僅少なものについては支出時の費用として処理しております。

(2) 工事負担金等の圧縮記帳処理方法

　当社は、連続立体交差等の高架化工事や踏切道路拡幅工事等を行うに当たり、地方公共団体等

より工事費の一部として工事負担金等を受けております。

　これらの工事負担金等のうち、対象工事の完成により増収が見込まれないもので、１億円以上

のものについては、工事完成時に、工事負担金相当額を取得価額から直接減額して計上しており

ます。

　なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益その他に計上するとともに、固

定資産の取得価額から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失その他に計上しておりま

す。

(3) 退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異、及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方

法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(4) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
　

６．会計方針の変更・会計上の見積りの変更

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度より適用し、2016年４月１日以

後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しておりま

す。

　なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。
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　（会計上の見積りの変更）

（退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数の変更）

　退職給付に係る会計処理において、従来、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数

は14年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、当事業年度より費用処

理年数を12年に変更しております。

　なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。

　

７．表示方法の変更

　損益計算書関係

　前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「工事負担金等受入額」は、

重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

す。

　前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は重要

性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

　なお、前事業年度における当該金額は19百万円であります。

　前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「減損損失」は重要性が増した

ため、当事業年度より区分掲記しております。

　なお、前事業年度における当該金額は1,580百万円であります。

　前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は重要性が

増したため、当事業年度より区分掲記しております。

　なお、前事業年度における当該金額は1,369百万円であります。

　

８．追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号平成28年３月

28日）を当事業年度から適用しております。
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Ⅱ．貸借対照表に関する注記

１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

鉄 道 事 業 固 定 資 産 668,376百万円

有 価 証 券 9百万円

投 資 有 価 証 券 379百万円

そ の 他 の 投 資 16百万円

計 668,782百万円

(2) 担保に係る債務

長 期 借 入 金 143,857百万円

（内 一 年 内 返 済 額） （12,178百万円）

鉄道・運輸機構長期未払金 30,756百万円

（内 一 年 内 返 済 額） （4,508百万円）

計 174,613百万円

３．有形固定資産の減価償却累計額 910,096百万円

４．事業用固定資産

有形固定資産 1,107,030百万円

土 地 560,920百万円

建 物 231,616百万円

構 築 物 242,001百万円

車 両 45,689百万円

そ の 他 26,802百万円

無形固定資産 17,552百万円

５．保 証 債 務

(1) 他の会社等の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。

埼 玉 県 住 宅 供 給 公 社 2,130百万円

(財)渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 1,008百万円

そ の 他 437百万円

計 3,576百万円

(2) 他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証予約を行っております。

東 武 食 品 サ ー ビ ス ㈱ 2,570百万円

６．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 6,849百万円

長期金銭債権 9,592百万円

短期金銭債務 147,862百万円

長期金銭債務 10,144百万円

７．事業用固定資産の取得価額から控除した工事負担金等の金額は、232,221百万円であります。
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８．「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、事業用土地の再評

価を行い、当該評価差額のうち法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当

する金額である繰延税金負債を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評

価差額金として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）に基づき、鉄道事業用

土地については同施行令第２条第３号、その他事業用土地については同条第１号及び第２号によ

り行っております。

・再評価を行った日 2002年３月31日

また、2002年２月１日に吸収合併した東武アネックス㈱・東武エステート㈱・東武プロパティー

ズ㈱及び同年３月１日に吸収合併した銀座エフツー㈱においては、下記により各々合併前期日に

おいて、事業用土地の再評価を行っております。

東 武 ア ネ ッ ク ス ㈱ 再 評 価 の 方 法 土地の再評価法に関する法律施行令第２条第

５号による

再評価を行った日 2002年１月31日

東 武 エ ス テ ー ト ㈱ 再 評 価 の 方 法 土地の再評価法に関する法律施行令第２条第

５号による

再評価を行った日 2002年１月31日

東武プロパティーズ㈱ 再 評 価 の 方 法 土地の再評価法に関する法律施行令第２条第

５号による

再評価を行った日 2002年１月31日

銀 座 エ フ ツ ー ㈱ 再 評 価 の 方 法 土地の再評価法に関する法律施行令第２条第

３号及び第５号による

再評価を行った日 2001年12月31日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 36,066百万円

９．投資有価証券のうち、20,131百万円については有価証券消費貸借契約により貸付を行っておりま

す。

Ⅲ．損益計算書に関する注記

１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．営業収益及び営業費合計額と内訳

営 業 収 益 223,761百万円

営 業 費 173,164百万円

運送営業費及び売上原価 101,092百万円

販売費及び一般管理費 20,264百万円

諸 税 10,819百万円

減 価 償 却 費 40,987百万円

３．関係会社との取引高

　営業取引による取引高

営 業 収 益 20,530百万円

営 業 費 46,756百万円

営業取引以外の取引による取引高 22,008百万円
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Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記

１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普 通 株 式 5,154,147株

Ⅴ．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰 延 税 金 資 産

退 職 給 付 引 当 金 10,766百万円

減 損 損 失 3,036百万円

吸収分割による引継土地 2,398百万円

関係会社事業損失引当金 1,243百万円

有 価 証 券 評 価 損 1,112百万円

減損により取崩した再評価差額 905百万円

資 産 除 去 債 務 830百万円

分 譲 土 地 建 物 評 価 損 644百万円

貸 倒 引 当 金 375百万円

未 払 事 業 税 436百万円

環 境 対 策 費 119百万円

そ の 他 274百万円

繰 延 税 金 資 産 小 計 22,142百万円

評 価 性 引 当 額 △9,038百万円

繰延税金負債との相殺額 △12,341百万円

繰 延 税 金 資 産 合 計 763百万円

繰 延 税 金 負 債

その他有価証券評価差額 7,811百万円

吸収分割による引継土地 4,919百万円

資 産 除 去 債 務 229百万円

繰 延 税 金 負 債 小 計 12,959百万円

繰延税金資産との相殺額 △12,341百万円

繰 延 税 金 負 債 合 計 618百万円

繰 延 税 金 資 産 の 純 額 144百万円

Ⅵ．ファイナンス・リース取引（貸主側）

１．リース投資資産の内訳

(1) 流 動 資 産

リ ー ス 料 債 権 部 分 324百万円

受 取 利 息 相 当 額 △270百万円

リ ー ス 投 資 資 産 53百万円

(2) 投資その他の資産

リ ー ス 料 債 権 部 分 7,463百万円

見 積 残 存 価 額 部 分 53百万円

受 取 利 息 相 当 額 △4,621百万円

リ ー ス 投 資 資 産 2,895百万円
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２．リース投資資産に係るリース料債権部分の決算日後の回収予定額

(1) 流 動 資 産 （単位：百万円）

１年以内
１ 年 超
２年以内

２ 年 超
３年以内

３ 年 超
４年以内

４ 年 超
５年以内

５ 年 超

リース投資資産 324 - - - - -

(2) 投資その他の資産 （単位：百万円）

１年以内
１ 年 超
２年以内

２ 年 超
３年以内

３ 年 超
４年以内

４ 年 超
５年以内

５ 年 超

リース投資資産 - 324 324 324 324 6,164

Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記

　子会社等

種類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科 目
期末残高
（百万円）

子会社 東武シェアードサービス㈱
所有
直接 100％

資金貸借取引
役員の兼任

資金の借入 93,000 短期借入金 132,600

利息の支払(注１) 1,021 未 払 費 用 520

　取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）東武シェアードサービス㈱に対する利息の支払いについては、市場金利を勘案した合理的な

利率によっております。

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 331円86銭

１株当たり当期純利益 26円88銭
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